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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基材の一方の面側に粘着剤層が積層されてなる粘着シートと、
　前記粘着シートの前記粘着剤層側に積層された保護膜形成フィルムと
を備えた保護膜形成用複合シートであって、
　前記粘着剤層がエネルギー線硬化性粘着剤から構成され、
　前記保護膜形成フィルムの波長１６００ｎｍの光線透過率は、２５％以上であり、
　前記保護膜形成フィルムの波長５５０ｎｍの光線透過率は、１０％以下である
ことを特徴とする保護膜形成用複合シート。
【請求項２】
　前記保護膜形成フィルムは、未硬化の硬化性接着剤から構成される単層であることを特
徴とする請求項１に記載の保護膜形成用複合シート。
【請求項３】
　前記硬化性接着剤は、着色剤および平均粒径０．０１～３μｍのフィラーを含有するこ
とを特徴とする請求項２に記載の保護膜形成用複合シート。
【請求項４】
　前記保護膜形成フィルムは０．０５～０．７５質量％の着色剤が配合されている、請求
項１～３のいずれか一項に記載の保護膜形成用複合シート。
【請求項５】
　表面に回路が形成され、バックグラインド加工された半導体ウエハの裏面に、請求項１
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～４のいずれか一項に記載の保護膜形成用複合シートの保護膜形成フィルムを貼付する工
程と、
　前記粘着剤層のエネルギー線硬化性粘着剤の粘着力を、エネルギー線照射により低下さ
せる工程と、
　前記保護膜形成フィルムを硬化させて保護膜を形成する工程と、
　前記保護膜に対してレーザー光を照射し、レーザー印字を行う工程と、
を備え、
　前記保護膜に対して前記レーザー光を照射する際に、前記保護膜形成用複合シートにお
ける前記粘着剤層は硬化していることを特徴とするレーザー印字方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体ウエハ等のワークまたは当該ワークを加工して得られる加工物（例え
ば半導体チップ）に保護膜を形成することのできる保護膜形成フィルムおよび保護膜形成
用（複合）シート、ならびにそれらを使用して得られた保護膜付きのワークまたは加工物
の検査を行う検査方法に関するものである。また、本発明は、その保護膜形成用複合シー
トを使用するレーザー印字方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、フェイスダウン方式と呼ばれる実装法により半導体装置を製造することが行われ
ている。この方法では、バンプ等の電極が形成された回路面を有する半導体チップを実装
する際に、半導体チップの回路面側をリードフレーム等のチップ搭載部に接合している。
したがって、回路が形成されていない半導体チップの裏面側が露出する構造となる。
【０００３】
　このため、半導体チップの裏面側には、半導体チップを保護するために、硬質の有機材
料からなる保護膜が形成されることが多い。この保護膜は、例えば、特許文献１または２
に示されるような半導体裏面用フィルムまたはダイシングテープ一体型ウエハ裏面保護フ
ィルムを使用して形成される。
【０００４】
　特許文献１における半導体裏面用フィルムでは、波長５３２ｎｍ又は１０６４ｎｍにお
ける光線透過率が２０％以下となるようにしている。これにより、レーザー光の照射によ
る印字加工を可能にするとともに、レーザー光による悪影響が半導体素子に及ぶことを防
止している。また、特許文献２におけるウエハ裏面保護フィルムでは、可視光透過率を２
０％以下となるようにしている。これにより、光線の通過による半導体素子への影響を小
さくしている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１２－２８３９６号公報
【特許文献２】特開２０１２－２３５１６８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところで、半導体ウエハをダイシングして得られる半導体チップ等においては、加工時
に生じた応力によってクラック等が発生していることがある。しかしながら、前述したよ
うな光線透過率を有する保護膜が形成されていると、半導体チップの保護膜側に発生した
クラック等は、目視によって発見することができない。看過できないクラック等が発生し
た半導体チップは、製品歩留まりを低下させてしまう。
【０００７】
　一方、半導体チップの裏面には、通常、半導体ウエハに対して施されたバックグライン
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ド加工による研削痕が残っている。半導体チップの外観の観点から、かかる研削痕は目視
によって見えないことが望ましく、上記の保護膜によって隠蔽されることが望ましい。
【０００８】
　本発明は、上記のような実状に鑑みてなされたものであり、ワークまたは当該ワークを
加工して得られる加工物に存在するクラック等の検査が可能であり、かつワークまたは加
工物に存在する研削痕が目視によって見えない保護膜を形成することのできる保護膜形成
フィルムおよび保護膜形成用（複合）シート、ならびにそれらを使用して得られた保護膜
付きのワークまたは加工物の検査を行う検査方法を提供することを目的とする。また、本
発明は、保護膜の当該硬化部分と接触している表面は、平滑性（グロス）が高くなり、チ
ップの保護膜として美観に優れたものとなり、また、表面平滑性の高い保護膜にレーザー
印字が施されると、その印字の視認性が向上するレーザー印字方法を提供することを目的
とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記目的を達成するために、第１に本発明は、波長１６００ｎｍの光線透過率が２５％
以上であり、波長５５０ｎｍの光線透過率が２０％以下であることを特徴とする保護膜形
成フィルムを提供する（発明１）。
【００１０】
　上記発明（発明１）によれば、ワークまたは当該ワークを加工して得られる加工物に存
在するクラック等の赤外線による検査が可能であり、かつワークまたは加工物に存在する
研削痕が目視によって見えない保護膜を形成することができる。
【００１１】
　上記発明（発明１）において、前記保護膜形成フィルムは、未硬化の硬化性接着剤から
構成される単層であることが好ましい（発明２）。
【００１２】
　上記発明（発明２）において、前記硬化性接着剤は、着色剤および平均粒径０．０１～
３μｍのフィラーを含有することが好ましい（発明３）。
【００１３】
　第２に本発明は、前記保護膜形成フィルム（発明１～３）と、前記保護膜形成フィルム
の一方の面または両面に積層された剥離シートとを備えたことを特徴とする保護膜形成用
シートを提供する（発明４）。
【００１４】
　第３に本発明は、基材の一方の面側に粘着剤層が積層されてなる粘着シートと、前記粘
着シートの前記粘着剤層側に積層された保護膜形成フィルムとを備えた保護膜形成用複合
シートであって、前記粘着剤層がエネルギー線硬化性粘着剤から構成され、前記保護膜形
成フィルムの波長１６００ｎｍの光線透過率が２５％以上であり、前記保護膜形成フィル
ムの波長５５０ｎｍの光線透過率が１０％以下であることを特徴とする保護膜形成用複合
シートを提供する（発明５）。
【００１５】
　上記発明（発明４，５）によれば、ワークまたは当該ワークを加工して得られる加工物
に存在するクラック等の赤外線による検査が可能であり、かつワークまたは加工物に存在
する研削痕が目視によって見えない保護膜を形成することができる。また、上記発明（発
明５）によれば、保護膜の当該硬化部分と接触している表面は、平滑性（グロス）が高く
なり、チップの保護膜として美観に優れたものとなり、また、表面平滑性の高い保護膜に
レーザー印字が施されると、その印字の視認性が向上することができる。
【００１６】
　上記発明（発明５）において、前記保護膜形成フィルムは、未硬化の硬化性接着剤から
構成される単層であることが好ましい（発明６）。
【００１７】
　上記発明（発明６）において、前記硬化性接着剤は、着色剤および平均粒径０．０１～
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３μｍのフィラーを含有することが好ましい（発明７）。
【００１８】
　第４に本発明は、前記保護膜形成フィルム（発明１～３）、前記保護膜形成用シート（
発明４）または前記保護膜形成用複合シート（発明５～７）を使用してワークに保護膜を
形成することにより、保護膜付きワークを製造し、前記保護膜付きワークまたは前記保護
膜付きワークを加工して得られた加工物について、赤外線を利用し、前記保護膜を介して
検査を行うことを特徴とする検査方法を提供する（発明８）。
【００１９】
　上記発明（発明８）において、前記ワークは半導体ウエハであり、前記加工物は半導体
チップであることが好ましい（発明９）。
【００２０】
　第５に本発明は、前記検査方法（発明８，９）に基づいて、良品と判断された保護膜付
きワークを提供する（発明１０）。
【００２１】
　第６に本発明は、前記検査方法（発明８，９）に基づいて、良品と判断された加工物を
提供する（発明１１）。
　更に、本発明は、表面に回路が形成され、バックグラインド加工された半導体ウエハの
裏面に、請求項１～４のいずれか一項に記載の保護膜形成用複合シートの保護膜形成フィ
ルムを貼付する工程と、前記粘着剤層のエネルギー線硬化性粘着剤の粘着力を、エネルギ
ー線照射により低下させる工程と、前記保護膜形成フィルムを硬化させて保護膜を形成す
る工程と、前記保護膜に対してレーザー光を照射し、レーザー印字を行う工程と、
を備え、前記保護膜に対して前記レーザー光を照射する際に、前記保護膜形成用複合シー
トにおける前記粘着剤層は硬化していることを特徴とするレーザー印字方法を提供する。
【発明の効果】
【００２２】
　本発明に係る保護膜形成フィルムおよび保護膜形成用（複合）シートによれば、ワーク
または当該ワークを加工して得られる加工物に存在するクラック等の赤外線による検査が
可能であり、かつワークまたは加工物に存在する研削痕が目視によって見えない保護膜を
形成することができる。また、本発明に係る検査方法によれば、赤外線を利用することに
より、ワークまたは加工物に存在するクラック等の検査を行うことができる。また、本発
明に係る保護膜形成用複合シートおよびレーザー印字方法によれば、保護膜の当該硬化部
分と接触している表面は、平滑性（グロス）が高くなり、チップの保護膜として美観に優
れたものとなり、また、表面平滑性の高い保護膜にレーザー印字が施されると、その印字
の視認性が向上する。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】本発明の一実施形態に係る保護膜形成用シートの断面図である。
【図２】本発明の一実施形態に係る保護膜形成用複合シートの断面図である。
【図３】本発明の他の実施形態に係る保護膜形成用複合シートの断面図である。
【図４】本発明の一実施形態に係る保護膜形成用複合シートの使用例を示す断面図で　　
ある。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　以下、本発明の実施形態について説明する。
〔保護膜形成フィルム〕
　本実施形態に係る保護膜形成フィルムは、ワークまたは当該ワークを加工して得られる
加工物に保護膜を形成するためのものである。この保護膜は、保護膜形成フィルム、好ま
しくは硬化した保護膜形成フィルムから構成される。ワークとしては、例えば半導体ウエ
ハ等が挙げられ、当該ワークを加工して得られる加工物としては、例えば半導体チップが
挙げられるが、本発明はこれらに限定されるものではない。なお、ワークが半導体ウエハ
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の場合、保護膜は、半導体ウエハの裏面側（バンプ等の電極が形成されていない側）に形
成される。
【００２５】
１．物性
　本実施形態に係る保護膜形成フィルムは、波長１６００ｎｍの光線透過率が２５％以上
であり、波長５５０ｎｍの光線透過率が２０％以下であるものである。なお、本明細書に
おける光線透過率は、積分球を使用せずに測定した値とし、測定器具としては分光光度計
を使用する。
【００２６】
　半導体ウエハをダイシングして得られる半導体チップ等においては、加工時に生じた応
力によってクラック等が発生していることがある。上記のように波長１６００ｎｍの光線
透過率が２５％以上であると、赤外線の透過性が良好になり、保護膜形成フィルム（また
は当該保護膜形成フィルムによって形成された保護膜）側から赤外線を取得する赤外線検
査を行うことができる。これにより、保護膜形成フィルム（保護膜）を介して半導体チッ
プ等の加工物におけるクラック等を発見することができ、製品歩留まりを向上させること
ができる。
【００２７】
　上記赤外線透過性の観点から、保護膜形成フィルムの波長１６００ｎｍの光線透過率は
、４０％以上であることが好ましく、特に４５％以上であることが好ましく、さらには５
０％以上であることが好ましい。なお、波長１６００ｎｍの光線透過率の上限は特に限定
されないが、波長５５０ｎｍの光線透過率を２０％以下とすることにより、自ずと定まる
こととなる。また、保護膜を形成した加工物（半導体チップ等）の使用時には、保護膜形
成フィルムの波長１６００ｎｍの光線透過率を９０％以下とすることにより、外部からの
赤外線の影響を受けやすい加工物の誤作動を防ぐことができる。
【００２８】
　一方、例えば半導体チップの裏面には、通常、半導体ウエハに対して施されたバックグ
ラインド加工による研削痕が残っている。波長５５０ｎｍの光線透過率が上記のように２
０％以下であると、保護膜形成フィルムは、可視光線を透過し難いものとなる。したがっ
て、上記の研削痕は、保護膜形成フィルム（保護膜）によって隠蔽され、目視によって殆
ど見えなくなる。これにより、半導体チップ等の加工物の外観が優れたものとなる。
【００２９】
　上記研削痕隠蔽性の観点から、保護膜形成フィルムの波長５５０ｎｍの光線透過率は、
１５％以下であることが好ましく、特に１０％以下であることが好ましい。なお、波長５
５０ｎｍの光線透過率の下限は特に限定されないが、波長１６００ｎｍの光線透過率を２
５％以上とすることにより、自ずと定まることとなる。
【００３０】
　ここで、本実施形態に係る保護膜形成フィルムは、単層からなるものであってもよいし
、複数層からなるものであってもよいが、光線透過率の制御の容易性および製造コストの
面から単層からなることが好ましい。保護膜形成フィルムが複数層からなる場合には、光
線透過率の制御の容易性の面から、当該複数層全体として上記の光線透過率を満たすこと
が好ましい。
【００３１】
２．材料
　保護膜形成フィルムは、未硬化の硬化性接着剤からなることが好ましい。この場合、保
護膜形成フィルムに半導体ウエハ等のワークを重ね合わせた後、保護膜形成フィルムを硬
化させることにより、保護膜をワークに強固に接着することができ、耐久性を有する保護
膜をチップ等に形成することができる。
【００３２】
　なお、保護膜形成フィルムが未硬化の硬化性接着剤からなる場合、当該保護膜形成フィ
ルムの光線透過率は、硬化前であっても硬化後であっても殆ど変化しない。したがって、
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硬化前の保護膜形成フィルムの波長１６００ｎｍの光線透過率が２５％以上、波長５５０
ｎｍの光線透過率が２０％以下であれば、硬化後の保護膜形成フィルム（保護膜）の波長
１６００ｎｍの光線透過率も２５％以上、波長５５０ｎｍの光線透過率も２０％以下とな
る。
【００３３】
　保護膜形成フィルムは、常温で粘着性を有するか、加熱により粘着性を発揮することが
好ましい。これにより、上記のように保護膜形成フィルムに半導体ウエハ等のワークを重
ね合わせるときに両者を貼合させることができる。したがって、保護膜形成フィルムを硬
化させる前に位置決めを確実に行うことができる。
【００３４】
　上記のような特性を有する保護膜形成フィルムを構成する硬化性接着剤は、硬化性成分
とバインダーポリマー成分とを含有することが好ましい。硬化性成分としては、熱硬化性
成分、エネルギー線硬化性成分、またはこれらの混合物を用いることができるが、熱硬化
性成分を用いることが特に好ましい。保護膜形成フィルムは、前述した光線透過率を有す
ることで、紫外線硬化に不適なものとなり、熱硬化性であることが望ましいからである。
【００３５】
　熱硬化性成分としては、例えば、エポキシ樹脂、フェノール樹脂、メラミン樹脂、尿素
樹脂、ポリエステル樹脂、ウレタン樹脂、アクリル樹脂、ポリイミド樹脂、ベンゾオキサ
ジン樹脂等およびこれらの混合物が挙げられる。これらの中でも、エポキシ樹脂、フェノ
ール樹脂およびこれらの混合物が好ましく用いられる。
【００３６】
　エポキシ樹脂は、加熱を受けると三次元網状化し、強固な被膜を形成する性質を有する
。このようなエポキシ樹脂としては、従来より公知の種々のエポキシ樹脂が用いられるが
、通常は、分子量３００～２０００程度のものが好ましく、特に分子量３００～５００の
ものが好ましい。さらには、分子量３３０～４００の常態で液状のエポキシ樹脂と、分子
量４００～２５００、特に５００～２０００の常温で固体のエポキシ樹脂とをブレンドし
た形で用いることが好ましい。また、エポキシ樹脂のエポキシ当量は、５０～５０００ｇ
／ｅｑであることが好ましい。
【００３７】
　このようなエポキシ樹脂としては、具体的には、ビスフェノールＡ、ビスフェノールＦ
、レゾルシノール、フェニルノボラック、クレゾールノボラック等のフェノール類のグリ
シジルエーテル；ブタンジオール、ポリエチレングリコール、ポリプロピレングリコール
等のアルコール類のグリシジルエーテル；フタル酸、イソフタル酸、テトラヒドロフタル
酸等のカルボン酸のグリシジルエーテル；アニリンイソシアヌレート等の窒素原子に結合
した活性水素をグリシジル基で置換したグリシジル型もしくはアルキルグリシジル型のエ
ポキシ樹脂；ビニルシクロヘキサンジエポキシド、３，４－エポキシシクロヘキシルメチ
ル－３，４－ジシクロヘキサンカルボキシレート、２－（３，４－エポキシ)シクロヘキ
シル－５，５－スピロ(３，４－エポキシ)シクロヘキサン－ｍ－ジオキサン等のように、
分子内の炭素－炭素二重結合を例えば酸化することによりエポキシが導入された、いわゆ
る脂環型エポキシドを挙げることができる。その他、ビフェニル骨格、ジシクロヘキサジ
エン骨格、ナフタレン骨格等を有するエポキシ樹脂を用いることもできる。
【００３８】
　これらの中でも、ビスフェノール系グリシジル型エポキシ樹脂、ｏ－クレゾールノボラ
ック型エポキシ樹脂およびフェノールノボラック型エポキシ樹脂が好ましく用いられる。
これらエポキシ樹脂は、１種を単独で、または２種以上を組み合わせて用いることができ
る。
【００３９】
　エポキシ樹脂を用いる場合には、助剤として、熱活性型潜在性エポキシ樹脂硬化剤を併
用することが好ましい。熱活性型潜在性エポキシ樹脂硬化剤とは、室温ではエポキシ樹脂
と反応せず、ある温度以上の加熱により活性化し、エポキシ樹脂と反応するタイプの硬化
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剤である。熱活性型潜在性エポキシ樹脂硬化剤の活性化方法には、加熱による化学反応で
活性種（アニオン、カチオン）を生成する方法；室温付近ではエポキシ樹脂中に安定に分
散しており高温でエポキシ樹脂と相溶・溶解し、硬化反応を開始する方法；モレキュラー
シーブ封入タイプの硬化剤で高温で溶出して硬化反応を開始する方法；マイクロカプセル
による方法等が存在する。
【００４０】
　熱活性型潜在性エポキシ樹脂硬化剤の具体例としては、各種オニウム塩や、二塩基酸ジ
ヒドラジド化合物、ジシアンジアミド、アミンアダクト硬化剤、イミダゾール化合物等の
高融点活性水素化合物等を挙げることができる。これら熱活性型潜在性エポキシ樹脂硬化
剤は、１種を単独で、または２種以上を組み合わせて用いることができる。上記のような
熱活性型潜在性エポキシ樹脂硬化剤は、エポキシ樹脂１００重量部に対して、好ましくは
０．１～２０重量部、特に好ましくは０．２～１０重量部、さらに好ましくは０．３～５
重量部の割合で用いられる。
【００４１】
　フェノール系樹脂としては、アルキルフェノール、多価フェノール、ナフトール等のフ
ェノール類とアルデヒド類との縮合物などが特に制限されることなく用いられる。具体的
には、フェノールノボラック樹脂、ｏ－クレゾールノボラック樹脂、p-クレゾールノボラ
ック樹脂、ｔ－ブチルフェノールノボラック樹脂、ジシクロペンタジエンクレゾール樹脂
、ポリパラビニルフェノール樹脂、ビスフェノールＡ型ノボラック樹脂、あるいはこれら
の変性物等が用いられる。
【００４２】
　これらのフェノール系樹脂に含まれるフェノール性水酸基は、上記エポキシ樹脂のエポ
キシ基と加熱により容易に付加反応して、耐衝撃性の高い硬化物を形成することができる
。このため、エポキシ樹脂とフェノール系樹脂とを併用してもよい。
【００４３】
　バインダーポリマー成分は、保護膜形成フィルムに適度なタックを与え、保護膜形成用
複合シート３の操作性を向上することができる。バインダーポリマーの重量平均分子量は
、通常は５万～２００万、好ましくは１０万～１５０万、特に好ましくは２０万～１００
万の範囲にある。分子量が低過ぎると、保護膜形成フィルムのフィルム形成が不十分とな
り、高過ぎると他の成分との相溶性が悪くなり、結果として均一なフィルム形成が妨げら
れる。このようなバインダーポリマーとしては、例えば、アクリル系ポリマー、ポリエス
テル樹脂、フェノキシ樹脂、ウレタン樹脂、シリコーン樹脂、ゴム系ポリマー等が用いら
れ、特にアクリル系ポリマーが好ましく用いられる。
【００４４】
　アクリル系ポリマーとしては、例えば、（メタ）アクリル酸エステルモノマーと（メタ
）アクリル酸誘導体から導かれる構成単位とからなる（メタ）アクリル酸エステル共重合
体が挙げられる。ここで（メタ）アクリル酸エステルモノマーとしては、好ましくはアル
キル基の炭素数が１～１８である（メタ）アクリル酸アルキルエステル、例えば（メタ）
アクリル酸メチル、（メタ）アクリル酸エチル、（メタ）アクリル酸プロピル、（メタ）
アクリル酸ブチル等が用いられる。また、（メタ）アクリル酸誘導体としては、例えば、
（メタ）アクリル酸、（メタ）アクリル酸グリシジル、（メタ）アクリル酸ヒドロキシエ
チル等を挙げることができる。
【００４５】
　上記の中でもメタクリル酸グリシジル等を構成単位として用いてアクリル系ポリマーに
グリシジル基を導入すると、前述した熱硬化性成分としてのエポキシ樹脂との相溶性が向
上し、保護膜形成フィルムの硬化後のガラス転移温度（Ｔｇ）が高くなり、耐熱性が向上
する。また、上記の中でもアクリル酸ヒドロキシエチル等を構成単位として用いてアクリ
ル系ポリマーに水酸基を導入すると、ワークへの密着性や粘着物性をコントロールするこ
とができる。
【００４６】
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　バインダーポリマーとしてアクリル系ポリマーを使用した場合における当該ポリマーの
重量平均分子量は、好ましくは１０万以上であり、特に好ましくは１５万～１００万であ
る。アクリル系ポリマーのガラス転移温度は通常２０℃以下、好ましくは－７０～０℃程
度であり、常温（２３℃）においては粘着性を有する。
【００４７】
　熱硬化性成分とバインダーポリマー成分との配合比率は、バインダーポリマー成分１０
０重量部に対して、熱硬化性成分を、好ましくは５０～１５００重量部、特に好ましくは
７０～１０００重量部、さらに好ましくは８０～８００重量部配合することが好ましい。
このような割合で熱硬化性成分とバインダーポリマー成分とを配合すると、硬化前には適
度なタックを示し、貼付作業を安定して行うことができ、また硬化後には、被膜強度に優
れた保護膜が得られる。
【００４８】
　保護膜形成フィルムは、着色剤および／またはフィラーを含有することが好ましく、特
に着色剤およびフィラーの両者を含有することが好ましい。これにより、波長１６００ｎ
ｍおよび波長５５０ｎｍの光線透過率を前述した範囲に制御することが可能となる。また
、保護膜形成フィルムがフィラーを含有すると、硬化後の保護膜の硬度を高く維持するこ
とができるとともに、耐湿性を向上させることができる。さらには、硬化後の保護膜の熱
膨張係数を半導体ウエハの熱膨張係数に近づけることができ、これによって加工途中の半
導体ウエハの反りを低減することができる。
【００４９】
　着色剤としては、例えば、無機系顔料、有機系顔料、有機系染料など公知のものを使用
することができるが、光線透過率の制御性の観点から、無機系顔料を使用することが好ま
しい。
【００５０】
　無機系顔料としては、例えば、カーボンブラック、コバルト系色素、鉄系色素、クロム
系色素、チタン系色素、バナジウム系色素、ジルコニウム系色素、モリブデン系色素、ル
テニウム系色素、白金系色素、ＩＴＯ（インジウムスズオキサイド）系色素、ＡＴＯ（ア
ンチモンスズオキサイド）系色素等が挙げられる。
【００５１】
　有機系顔料及び有機系染料としては、例えば、アミニウム系色素、シアニン系色素、メ
ロシアニン系色素、クロコニウム系色素、スクアリウム系色素、アズレニウム系色素、ポ
リメチン系色素、ナフトキノン系色素、ピリリウム系色素、フタロシアニン系色素、ナフ
タロシアニン系色素、ナフトラクタム系色素、アゾ系色素、縮合アゾ系色素、インジゴ系
色素、ペリノン系色素、ペリレン系色素、ジオキサジン系色素、キナクリドン系色素、イ
ソインドリノン系色素、キノフタロン系色素、ピロール系色素、チオインジゴ系色素、金
属錯体系色素（金属錯塩染料）、ジチオール金属錯体系色素、インドールフェノール系色
素、トリアリルメタン系色素、アントラキノン系色素、ジオキサジン系色素、ナフトール
系色素、アゾメチン系色素、ベンズイミダゾロン系色素、ピランスロン系色素及びスレン
系色等が挙げられる。これらの顔料又は染料は、目的とする光線透過率に調整するため適
宜混合して使用することができる。
【００５２】
　上記の中でも、特にカーボンブラックを使用することが好ましい。カーボンブラックに
よれば、波長１６００ｎｍおよび波長５５０ｎｍの光線透過率を前述した範囲に制御し易
い。
【００５３】
　保護膜形成フィルム中における着色剤（特にカーボンブラック）の配合量は、保護膜形
成フィルムの厚さによっても異なるが、例えば保護膜形成フィルムの厚さが２５μｍの場
合は、０．０５～１質量％であることが好ましく、特に０．０７５～０．７５質量％であ
ることが好ましく、さらには０．１～０．５質量％であることが好ましい。着色剤の配合
量が０．０５質量％以上であると、半導体チップ等における研削痕が目視で見えないよう
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に、波長５５０ｎｍの光線透過率を２０％以下に制御し易い。一方、着色剤の配合量が１
質量％を超えると、赤外線が保護膜形成フィルム（保護膜）を透過せず、赤外線検査がで
きないことがある。なお、保護膜形成フィルムの厚さが薄くなると、光線透過率が高くな
る傾向があり、保護膜形成フィルムの厚さが厚くなると、光線透過率が低くなる傾向があ
るため、保護膜形成フィルムの厚さに応じて、着色剤の配合量を適宜調整することが望ま
しい。具体的には、保護膜形成フィルムの厚さと着色剤の配合量とが反比例の関係になる
ように調整することが望ましい。
【００５４】
　着色剤（特にカーボンブラック）の平均粒径は、１～５００ｎｍであることが好ましく
、特に３～１００ｎｍであることが好ましく、さらには５～５０ｎｍであることが好まし
い。着色剤の平均粒径が上記の範囲内にあると、波長５５０ｎｍの光線透過率および波長
１６００ｎｍの光線透過率を前述した範囲に制御し易い。なお、本明細書における着色剤
の平均粒径は、粒度分布測定装置（日機装社製，ナノトラックＷａｖｅ－ＵＴ１５１）を
使用して、動的光散乱法により測定した値とする。
【００５５】
　フィラーとしては、結晶シリカ、溶融シリカ、合成シリカ等のシリカや、アルミナ、ガ
ラスバルーン等の無機フィラーが挙げられる。中でもシリカが好ましく、合成シリカがよ
り好ましく、特に半導体装置の誤作動の要因となるα線の線源を極力除去したタイプの合
成シリカが最適である。フィラーの形状としては、球形、針状、不定形等が挙げられるが
、球形であることが好ましく、特に真球形であることが好ましい。フィラーが球形または
真球形であると、光線の乱反射が生じ難く、前述した赤外線検査を良好に行うことができ
る。
【００５６】
　また、保護膜形成フィルムに添加するフィラーとしては、上記無機フィラーの他にも、
機能性のフィラーが配合されていてもよい。機能性のフィラーとしては、例えば、ダイボ
ンド後の導電性の付与を目的とした、金、銀、銅、ニッケル、アルミニウム、ステンレス
、カーボン、セラミック、またはニッケル、アルミニウム等を銀で被覆した導電性フィラ
ーや、熱伝導性の付与を目的とした、金、銀、銅、ニッケル、アルミニウム、ステンレス
、シリコン、ゲルマニウム等の金属材料やそれらの合金等の熱伝導性フィラーなどが挙げ
られる。
【００５７】
　フィラー（特にシリカフィラー）の平均粒径は、０．０１～１０μｍであることが好ま
しく、０．０１～３μｍであることがより好ましく、特に０．０３～２μｍであることが
好ましく、さらには０．０５～１μｍであることが好ましい。フィラーの平均粒径が０．
０１μｍ以上であると、半導体チップ等における研削痕が目視で見えないように、波長５
５０ｎｍの光線透過率を２０％以下に制御し易い。一方、フィラーの平均粒径が１０μｍ
を超えると、保護膜形成フィルムの表面状態が悪くなるおそれがある。また、フィラーの
平均粒径が３μｍを超えると、赤外線の乱反射により、赤外線検査し難い場合がある。な
お、本明細書におけるフィラーの１μｍ未満の平均粒径は、粒度分布測定装置（日機装社
製，ナノトラックＷａｖｅ－ＵＴ１５１）を使用して、動的光散乱法により測定した値と
する。また、フィラーの１μｍ以上の平均粒径は、粒度分布測定装置（日機装社製，マイ
クロトラックＭＴ３０００II）を使用して、レーザー回折・散乱法により測定した値とす
る。
【００５８】
　保護膜形成フィルム中におけるフィラー（特にシリカフィラー）の配合量は、１０～８
０質量％であることが好ましく、特に２０～７０質量％であることが好ましく、さらには
３０～６５質量％であることが好ましい。フィラーの配合量が１０質量％以上であると、
半導体チップ等における研削痕が目視で見えないように、波長５５０ｎｍの光線透過率を
２０％以下に制御し易い。一方、フィラーの配合量が８０質量％を超えると、赤外線が保
護膜形成フィルム（保護膜）を透過せず、赤外線検査ができないことがある。
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【００５９】
　保護膜形成フィルムは、カップリング剤を含有してもよい。カップリング剤を含有する
ことにより、保護膜形成フィルムの硬化後において、保護膜の耐熱性を損なわずに、保護
膜とワークとの接着性・密着性を向上させることができるとともに、耐水性（耐湿熱性）
を向上させることができる。カップリング剤としては、その汎用性とコストメリットなど
からシランカップリング剤が好ましい。
【００６０】
　シランカップリング剤としては、例えば、γ－グリシドキシプロピルトリメトキシシラ
ン、γ－グリシドキシプロピルメチルジエトキシシラン、β－（３，４－エポキシシクロ
ヘキシル）エチルトリメトキシシラン、γ－（メタクリロキシプロピル）トリメトキシシ
ラン、γ－アミノプロピルトリメトキシシラン、Ｎ－６－（アミノエチル）－γ－アミノ
プロピルトリメトキシシラン、Ｎ－６－（アミノエチル）－γ－アミノプロピルメチルジ
エトキシシラン、Ｎ－フェニル－γ－アミノプロピルトリメトキシシラン、γ－ウレイド
プロピルトリエトキシシラン、γ－メルカプトプロピルトリメトキシシラン、γ－メルカ
プトプロピルメチルジメトキシシラン、ビス（３－トリエトキシシリルプロピル）テトラ
スルファン、メチルトリメトキシシラン、メチルトリエトキシシラン、ビニルトリメトキ
シシラン、ビニルトリアセトキシシラン、イミダゾールシランなどが挙げられる。これら
は１種を単独で、または２種以上混合して使用することができる。
【００６１】
　保護膜形成フィルムは、硬化前の凝集力を調節するために、有機多価イソシアナート化
合物、有機多価イミン化合物、有機金属キレート化合物等の架橋剤を含有してもよい。ま
た、保護膜形成フィルムは、静電気を抑制し、チップの信頼性を向上させるために、帯電
防止剤を含有してもよい。さらに、保護膜形成フィルムは、保護膜の難燃性能を高め、パ
ッケージとしての信頼性を向上させるために、リン酸化合物、ブロム化合物、リン系化合
物等の難燃剤を含有してもよい。
【００６２】
　保護膜形成フィルムの厚さは、保護膜としての機能を効果的に発揮させるために、３～
３００μｍであることが好ましく、特に５～２００μｍであることが好ましく、さらには
７～１００μｍであることが好ましい。
【００６３】
〔保護膜形成用シート〕
　図１は本発明の一実施形態に係る保護膜形成用シートの断面図である。図１に示すよう
に、本実施形態に係る保護膜形成用シート２は、保護膜形成フィルム１と、保護膜形成フ
ィルム１の一方の面（図１では下側の面）に積層された剥離シート２１とを備えて構成さ
れる。ただし、剥離シート２１は、保護膜形成用シート２の使用時に剥離されるものであ
る。
【００６４】
　剥離シート２１は、保護膜形成用シート２が使用されるまでの間、保護膜形成フィルム
１を保護するものであり、必ずしもなくてもよい。剥離シート２１の構成は任意であり、
フィルム自体が保護膜形成フィルム１に対し剥離性を有するプラスチックフィルム、およ
びプラスチックフィルムを剥離剤等により剥離処理したものが例示される。プラスチック
フィルムの具体例としては、ポリエチレンテレフタレート、ポリブチレンテレフタレート
、ポリエチレンナフタレート等のポリエステルフィルム、およびポリプロピレンやポリエ
チレン等のポリオレフィンフィルムが挙げられる。剥離剤としては、シリコーン系、フッ
素系、長鎖アルキル系等を用いることができるが、これらの中で、安価で安定した性能が
得られるシリコーン系が好ましい。剥離シート２１の厚さについては特に制限はないが、
通常２０～２５０μｍ程度である。
【００６５】
　上記のような剥離シート２１は、保護膜形成フィルム１の他方の面（図１では上側の面
）にも積層されてもよい。この場合は、一方の剥離シート２１の剥離力を大きくして重剥
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離型剥離シートとし、他方の剥離シート２１の剥離力を小さくして軽剥離型剥離シートと
することが好ましい。
【００６６】
　本実施形態に係る保護膜形成用シート２を製造するには、剥離シート２１の剥離面（剥
離性を有する面；通常は剥離処理が施された面であるが、これに限定されない）に、保護
膜形成フィルム１を形成する。具体的には、保護膜形成フィルム１を構成する硬化性接着
剤と、所望によりさらに溶媒とを含有する保護膜形成フィルム用の塗布剤を調製し、ロー
ルコーター、ナイフコーター、ロールナイフコーター、エアナイフコーター、ダイコータ
ー、バーコーター、グラビアコーター、カーテンコーター等の塗工機によって剥離シート
２１の剥離面に塗布して乾燥させて、保護膜形成フィルム１を形成する。
【００６７】
　本実施形態に係る保護膜形成用シート２を用いて、一例としてワークとしての半導体ウ
エハから保護膜付きチップを製造する方法を以下に説明する。最初に、表面に回路が形成
され、バックグラインド加工された半導体ウエハの裏面に、保護膜形成用シート２の保護
膜形成フィルム１を貼付する。このとき、所望により保護膜形成フィルム１を加熱して、
粘着性を発揮させてもよい。
【００６８】
　次いで、保護膜形成フィルム１から剥離シート２１を剥離する。その後、保護膜形成フ
ィルム１を硬化させて保護膜を形成し、保護膜付き半導体ウエハを得る。保護膜形成フィ
ルム１が熱硬化性接着剤の場合には、保護膜形成フィルム１を所定温度で適切な時間加熱
すればよい。なお、保護膜形成フィルム１の硬化は、ダイシング工程後に行ってもよい。
【００６９】
　上記のようにして保護膜付き半導体ウエハが得られたら、所望により、その保護膜に対
してレーザー光を照射し、レーザー印字を行う。なお、このレーザー印字は、保護膜形成
フィルム１の硬化前に行ってもよい。
【００７０】
　次いで、所望のダイシングシートを使用し、常法に従って保護膜付き半導体ウエハをダ
イシングし、保護膜を有するチップ（保護膜付きチップ）を得る。その後は、所望により
ダイシングシートを平面方向にエキスパンドし、ダイシングシートから保護膜付きチップ
をピックアップする。
【００７１】
　上記のようにして得られた保護膜付きチップは、バックグラインド加工による研削痕が
保護膜によって隠蔽されて目視で見えないため、外観に優れる。また、当該保護膜付きチ
ップおよび保護膜付き半導体ウエハは、保護膜を介して赤外線検査を行うことができるた
め、赤外線検査によりクラック等を発見することができ、製品歩留まりを向上させること
ができる。
【００７２】
　なお、赤外線検査は、赤外線を利用して行う検査であり、保護膜付き半導体ウエハ等の
保護膜付きワークまたは保護膜付きチップ等の加工物からの赤外線を、保護膜を介して取
得することにより行うことができる。取得する赤外線の波長は、通常８００～２８００ｎ
ｍであり、好ましくは１１００～２１００ｎｍである。赤外線検査の装置としては、公知
の装置、例えば赤外線カメラや赤外線顕微鏡等を有するものを使用することができる。
【００７３】
〔保護膜形成用複合シート〕
　図２は本発明の一実施形態に係る保護膜形成用複合シートの断面図である。図２に示す
ように、本実施形態に係る保護膜形成用複合シート３は、基材４１の一方の面に粘着剤層
４２が積層されてなる粘着シート４と、粘着シート４の粘着剤層４２側に積層された保護
膜形成フィルム１と、保護膜形成フィルム１における粘着シート４とは反対側の周縁部に
積層された治具用粘着剤層５とを備えて構成される。治具用粘着剤層５は、保護膜形成用
複合シート３をリングフレーム等の治具に接着するための層である。



(12) JP 6401364 B2 2018.10.10

10

20

30

40

50

【００７４】
　実施形態に係る保護膜形成用複合シート３は、ワークを加工するときに、当該ワークに
貼付されて当該ワークを保持するとともに、当該ワークまたは当該ワークを加工して得ら
れる加工物に保護膜を形成するために用いられる。この保護膜は、保護膜形成フィルム１
、好ましくは硬化した保護膜形成フィルム１から構成される。
【００７５】
　実施形態に係る保護膜形成用複合シート３は、一例として、ワークとしての半導体ウエ
ハのダイシング加工時に半導体ウエハを保持するとともに、ダイシングによって得られる
半導体チップに保護膜を形成するために用いられるが、これに限定されるものではない。
この場合における保護膜形成用複合シート３の粘着シート４は、通常、ダイシングシート
と称される。
【００７６】
１．粘着シート
　本実施形態に係る保護膜形成用複合シート３の粘着シート４は、基材４１と、基材４１
の一方の面に積層された粘着剤層４２とを備えて構成される。
【００７７】
１－１．基材
　粘着シート４の基材４１は、ワークの加工、例えば半導体ウエハのダイシングおよびエ
キスパンディングに適するものであれば、その構成材料は特に限定されず、通常は樹脂系
の材料を主材とするフィルム（以下「樹脂フィルム」という。）から構成される。
【００７８】
　樹脂フィルムの具体例として、低密度ポリエチレン（ＬＤＰＥ）フィルム、直鎖低密度
ポリエチレン（ＬＬＤＰＥ）フィルム、高密度ポリエチレン（ＨＤＰＥ）フィルム等のポ
リエチレンフィルム、ポリプロピレンフィルム、ポリブテンフィルム、ポリブタジエンフ
ィルム、ポリメチルペンテンフィルム、エチレン－ノルボルネン共重合体フィルム、ノル
ボルネン樹脂フィルム等のポリオレフィン系フィルム；エチレン－酢酸ビニル共重合体フ
ィルム、エチレン－（メタ）アクリル酸共重合体フィルム、エチレン－（メタ）アクリル
酸エステル共重合体フィルム等のエチレン系共重合フィルム；ポリ塩化ビニルフィルム、
塩化ビニル共重合体フィルム等のポリ塩化ビニル系フィルム；ポリエチレンテレフタレー
トフィルム、ポリブチレンテレフタレートフィルム等のポリエステル系フィルム；ポリウ
レタンフィルム；ポリイミドフィルム；ポリスチレンフィルム；ポリカーボネートフィル
ム；フッ素樹脂フィルムなどが挙げられる。またこれらの架橋フィルム、アイオノマーフ
ィルムのような変性フィルムも用いられる。上記の基材４１はこれらの１種からなるフィ
ルムでもよいし、さらにこれらを２種類以上組み合わせた積層フィルムであってもよい。
なお、本明細書における「（メタ）アクリル酸」は、アクリル酸およびメタクリル酸の両
方を意味する。他の類似用語についても同様である。
【００７９】
　上記の中でも、環境安全性、コスト等の観点から、ポリオレフィン系フィルムが好まし
く、その中でも耐熱性に優れるポリプロピレンフィルムが好ましい。ポリプロピレンフィ
ルムであれば、粘着シート４のエキスパンド適性やチップのピックアップ適性を損なうこ
となく、基材４１に耐熱性を付与することができる。基材４１がかかる耐熱性を有するこ
とにより、保護膜形成用複合シート３をワークに貼付した状態で保護膜形成フィルム１を
熱硬化させた場合にも、粘着シート４の弛みの発生を抑制することができる。
【００８０】
　上記樹脂フィルムは、その表面に積層される粘着剤層４２との密着性を向上させる目的
で、所望により片面または両面に、酸化法や凹凸化法などによる表面処理、あるいはプラ
イマー処理を施すことができる。上記酸化法としては、例えばコロナ放電処理、プラズマ
放電処理、クロム酸化処理（湿式）、火炎処理、熱風処理、オゾン、紫外線照射処理など
が挙げられ、また、凹凸化法としては、例えばサンドブラスト法、溶射処理法などが挙げ
られる。
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【００８１】
　基材４１は、上記樹脂フィルム中に、着色剤、難燃剤、可塑剤、帯電防止剤、滑剤、フ
ィラー等の各種添加剤を含有してもよい。
【００８２】
　基材４１の厚さは、保護膜形成用複合シート３が使用される各工程において適切に機能
できる限り、特に限定されない。好ましくは２０～４５０μｍ、より好ましくは２５～４
００μｍ、特に好ましくは５０～３５０μｍの範囲である。
【００８３】
　本実施形態における粘着シート４の基材４１の破断伸度は、２３℃、相対湿度５０％の
ときに測定した値として１００％以上であることが好ましく、特に２００～１０００％で
あることが好ましい。ここで、破断伸度はＪＩＳ　Ｋ７１６１：１９９４（ＩＳＯ　５２
７－１　１９９３）に準拠した引張り試験における、試験片破壊時の試験片の長さの元の
長さに対する伸び率である。上記の破断伸度が１００％以上である基材４１は、エキスパ
ンド工程の際に破断し難く、ワークを切断して形成したチップを離間し易いものとなる。
【００８４】
　また、本実施形態における粘着シート４の基材４１の２５％ひずみ時引張応力は５～１
５Ｎ／１０ｍｍであることが好ましく、最大引張応力は１５～５０ＭＰａであることが好
ましい。ここで２５％ひずみ時引張応力および最大引張応力はＪＩＳ　Ｋ７１６１：１９
９４に準拠した試験により測定される。２５％ひずみ時引張応力が５Ｎ／１０ｍｍ以上、
最大引張応力が１５ＭＰａ以上であると、ダイシングシート１にワークを貼着した後、リ
ングフレームなどの枠体に固定した際、基材２に弛みが発生することが抑制され、搬送エ
ラーが生じることを防止することができる。一方、２５％ひずみ時引張応力が１５Ｎ／１
０ｍｍ以下、最大引張応力が５０ＭＰａ以下であると、エキスパンド工程時にリングフレ
ームからダイシングシート１自体が剥がれたりすることが抑制される。なお、上記の破断
伸度、２５％ひずみ時引張応力、最大引張応力は基材４１における原反の長尺方向につい
て測定した値を指す。
【００８５】
１－２．粘着剤層
　本実施形態に係る保護膜形成用複合シート３の粘着シート４が備える粘着剤層４２は、
非エネルギー線硬化性粘着剤から構成されてもよいし、エネルギー線硬化性粘着剤から構
成されてもよい。非エネルギー線硬化性粘着剤としては、所望の粘着力および再剥離性を
有するものが好ましく、例えば、アクリル系粘着剤、ゴム系粘着剤、シリコーン系粘着剤
、ウレタン系粘着剤、ポリエステル系粘着剤、ポリビニルエーテル系粘着剤等を使用する
ことができる。これらの中でも、保護膜形成フィルム１との密着性が高く、ダイシング工
程等にてワークまたは加工物の脱落を効果的に抑制することのできるアクリル系粘着剤が
好ましい。
【００８６】
　一方、エネルギー線硬化性粘着剤は、エネルギー線照射により粘着力が低下するため、
ワークまたは加工物と粘着シート４とを分離させたいときに、エネルギー線照射すること
により、容易に分離させることができる。
【００８７】
　粘着剤層４２がエネルギー線硬化性粘着剤からなる場合、保護膜形成用複合シート３に
おける粘着剤層４２は硬化していることが好ましい。エネルギー線硬化性粘着剤を硬化し
た材料は、通常、弾性率が高く、かつ表面の平滑性が高いため、かかる材料からなる硬化
部分に接触している保護膜形成フィルム３を硬化させて保護膜を形成すると、保護膜の当
該硬化部分と接触している表面は、平滑性（グロス）が高くなり、チップの保護膜として
美観に優れたものとなる。また、表面平滑性の高い保護膜にレーザー印字が施されると、
その印字の視認性が向上する。
【００８８】
　粘着剤層４２を構成するエネルギー線硬化性粘着剤は、エネルギー線硬化性を有するポ
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リマーを主成分とするものであってもよいし、エネルギー線硬化性を有しないポリマーと
エネルギー線硬化性の多官能モノマーおよび／またはオリゴマーとの混合物を主成分とす
るものであってもよい。
【００８９】
　エネルギー線硬化性粘着剤が、エネルギー線硬化性を有するポリマーを主成分とする場
合について、以下説明する。
【００９０】
　エネルギー線硬化性を有するポリマーは、側鎖にエネルギー線硬化性を有する官能基（
エネルギー線硬化性基）が導入された（メタ）アクリル酸エステル（共）重合体（Ａ）（
以下「エネルギー線硬化型重合体（Ａ）」という場合がある。）であることが好ましい。
このエネルギー線硬化型重合体（Ａ）は、官能基含有モノマー単位を有する（メタ）アク
リル系共重合体（ａ１）と、その官能基に結合する置換基を有する不飽和基含有化合物（
ａ２）とを反応させて得られるものであることが好ましい。
【００９１】
　アクリル系共重合体（ａ１）は、官能基含有モノマーから導かれる構成単位と、（メタ
）アクリル酸エステルモノマーまたはその誘導体から導かれる構成単位とからなる。
【００９２】
　アクリル系共重合体（ａ１）の構成単位としての官能基含有モノマーは、重合性の二重
結合と、ヒドロキシル基、アミノ基、置換アミノ基、エポキシ基等の官能基とを分子内に
有するモノマーであることが好ましい。
【００９３】
　上記官能基含有モノマーのさらに具体的な例としては、２－ヒドロキシエチル（メタ）
アクリレート、２－ヒドロキシプロピル（メタ）アクリレート、３－ヒドロキシプロピル
（メタ）アクリレート、４－ヒドロキシブチル（メタ）アクリレート等が挙げられ、これ
らは単独でまたは２種以上を組み合わせて用いられる。
【００９４】
　アクリル系共重合体（ａ１）を構成する（メタ）アクリル酸エステルモノマーとしては
、アルキル基の炭素数が１～２０であるアルキル（メタ）アクリレート、シクロアルキル
（メタ）アクリレート、ベンジル（メタ）アクリレートが用いられる。これらの中でも、
特に好ましくはアルキル基の炭素数が１～１８であるアルキル（メタ）アクリレート、例
えばメチル（メタ）アクリレート、エチル（メタ）アクリレート、プロピル（メタ）アク
リレート、ｎ－ブチル（メタ）アクリレート、２－エチルヘキシル（メタ）アクリレート
等が用いられる。
【００９５】
　アクリル系共重合体（ａ１）は、上記官能基含有モノマーから導かれる構成単位を通常
３～１００質量％、好ましくは５～４０質量％の割合で含有し、（メタ）アクリル酸エス
テルモノマーまたはその誘導体から導かれる構成単位を通常０～９７質量％、好ましくは
６０～９５質量％の割合で含有してなる。
【００９６】
　アクリル系共重合体（ａ１）は、上記のような官能基含有モノマーと、（メタ）アクリ
ル酸エステルモノマーまたはその誘導体とを常法で共重合することにより得られるが、こ
れらモノマーの他にもジメチルアクリルアミド、蟻酸ビニル、酢酸ビニル、スチレン等が
共重合されてもよい。
【００９７】
　上記官能基含有モノマー単位を有するアクリル系共重合体（ａ１）を、その官能基に結
合する置換基を有する不飽和基含有化合物（ａ２）と反応させることにより、エネルギー
線硬化型重合体（Ａ）が得られる。
【００９８】
　不飽和基含有化合物（ａ２）が有する置換基は、アクリル系共重合体（ａ１）が有する
官能基含有モノマー単位の官能基の種類に応じて、適宜選択することができる。例えば、
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官能基がヒドロキシル基、アミノ基または置換アミノ基の場合、置換基としてはイソシア
ネート基またはエポキシ基が好ましく、官能基がエポキシ基の場合、置換基としてはアミ
ノ基、カルボキシル基またはアジリジニル基が好ましい。
【００９９】
　また不飽和基含有化合物（ａ２）には、エネルギー線重合性の炭素－炭素二重結合が、
１分子毎に１～５個、好ましくは１～２個含まれている。このような不飽和基含有化合物
（ａ２）の具体例としては、例えば、２－メタクリロイルオキシエチルイソシアネート、
メタ－イソプロペニル－α，α－ジメチルベンジルイソシアネート、メタクリロイルイソ
シアネート、アリルイソシアネート、１，１－（ビスアクリロイルオキシメチル）エチル
イソシアネート；ジイソシアネート化合物またはポリイソシアネート化合物と、ヒドロキ
シエチル（メタ）アクリレートとの反応により得られるアクリロイルモノイソシアネート
化合物；ジイソシアネート化合物またはポリイソシアネート化合物と、ポリオール化合物
と、ヒドロキシエチル（メタ）アクリレートとの反応により得られるアクリロイルモノイ
ソシアネート化合物；グリシジル（メタ）アクリレート；（メタ）アクリル酸、２－（１
－アジリジニル）エチル（メタ）アクリレート、２－ビニル－２－オキサゾリン、２－イ
ソプロペニル－２－オキサゾリン等が挙げられる。
【０１００】
　不飽和基含有化合物（ａ２）は、上記アクリル系共重合体（ａ１）の官能基含有モノマ
ー１００当量当たり、通常１０～１００当量、好ましくは２０～９５当量の割合で用いら
れる。
【０１０１】
　アクリル系共重合体（ａ１）と不飽和基含有化合物（ａ２）との反応においては、官能
基と置換基との組合せに応じて、反応の温度、圧力、溶媒、時間、触媒の有無、触媒の種
類を適宜選択することができる。これにより、アクリル系共重合体（ａ１）中に存在する
官能基と、不飽和基含有化合物（ａ２）中の置換基とが反応し、不飽和基がアクリル系共
重合体（ａ１）中の側鎖に導入され、エネルギー線硬化型重合体（Ａ）が得られる。
【０１０２】
　このようにして得られるエネルギー線硬化型重合体（Ａ）の重量平均分子量は、１万以
上であるのが好ましく、特に１５万～１５０万であるのが好ましく、さらに２０万～１０
０万であるのが好ましい。なお、本明細書における重量平均分子量（Ｍｗ）は、ゲルパー
ミエーションクロマトグラフィー法（ＧＰＣ法）により測定したポリスチレン換算の値で
ある。
【０１０３】
　エネルギー線硬化性粘着剤が、エネルギー線硬化性を有するポリマーを主成分とする場
合であっても、エネルギー線硬化性粘着剤は、エネルギー線硬化性のモノマーおよび／ま
たはオリゴマー（Ｂ）をさらに含有してもよい。
【０１０４】
　エネルギー線硬化性のモノマーおよび／またはオリゴマー（Ｂ）としては、例えば、多
価アルコールと（メタ）アクリル酸とのエステル等を使用することができる。
【０１０５】
　かかるエネルギー線硬化性のモノマーおよび／またはオリゴマー（Ｂ）としては、例え
ば、シクロヘキシル（メタ）アクリレート、イソボルニル（メタ）アクリレート等の単官
能性アクリル酸エステル類、トリメチロールプロパントリ（メタ）アクリレート、ペンタ
エリスリトールトリ（メタ）アクリレート、ペンタエリスリトールテトラ（メタ）アクリ
レート、ジペンタエリスリトールヘキサ（メタ）アクリレート、１，４－ブタンジオール
ジ（メタ）アクリレート、１，６－ヘキサンジオールジ（メタ）アクリレート、ポリエチ
レングリコールジ（メタ）アクリレート、ジメチロールトリシクロデカンジ（メタ）アク
リレート等の多官能性アクリル酸エステル類、ポリエステルオリゴ（メタ）アクリレート
、ポリウレタンオリゴ（メタ）アクリレート等が挙げられる。
【０１０６】
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　エネルギー線硬化性のモノマーおよび／またはオリゴマー（Ｂ）を配合する場合、エネ
ルギー線硬化性粘着剤中におけるエネルギー線硬化性のモノマーおよび／またはオリゴマ
ー（Ｂ）の含有量は、５～８０質量％であることが好ましく、特に２０～６０質量％であ
ることが好ましい。
【０１０７】
　ここで、エネルギー線硬化性樹脂組成物を硬化させるためのエネルギー線として紫外線
を用いる場合には、光重合開始剤（Ｃ）を添加することが好ましく、この光重合開始剤（
Ｃ）の使用により、重合硬化時間および光線照射量を少なくすることができる。
【０１０８】
　光重合開始剤（Ｃ）としては、具体的には、ベンゾフェノン、アセトフェノン、ベンゾ
イン、ベンゾインメチルエーテル、ベンゾインエチルエーテル、ベンゾインイソプロピル
エーテル、ベンゾインイソブチルエーテル、ベンゾイン安息香酸、ベンゾイン安息香酸メ
チル、ベンゾインジメチルケタール、２，４－ジエチルチオキサンソン、１－ヒドロキシ
シクロヘキシルフェニルケトン、ベンジルジフェニルサルファイド、テトラメチルチウラ
ムモノサルファイド、アゾビスイソブチロニトリル、ベンジル、ジベンジル、ジアセチル
、β－クロールアンスラキノン、（２，４，６－トリメチルベンジルジフェニル）フォス
フィンオキサイド、２－ベンゾチアゾール－Ｎ，Ｎ－ジエチルジチオカルバメート、オリ
ゴ｛２－ヒドロキシ－２－メチル－１－［４－（１－プロペニル）フェニル］プロパノン
｝、２，２－ジメトキシ－１，２－ジフェニルエタン－１－オンなどが挙げられる。これ
らは単独で用いてもよいし、２種以上を併用してもよい。
【０１０９】
　光重合開始剤（Ｃ）は、エネルギー線硬化型共重合体（Ａ）（エネルギー線硬化性のモ
ノマーおよび／またはオリゴマー（Ｂ）を配合する場合には、エネルギー線硬化型共重合
体（Ａ）およびエネルギー線硬化性のモノマーおよび／またはオリゴマー（Ｂ）の合計量
１００質量部）１００質量部に対して０．１～１０質量部、特には０．５～６質量部の範
囲の量で用いられることが好ましい。
【０１１０】
　エネルギー線硬化性粘着剤においては、上記成分以外にも、適宜他の成分を配合しても
よい。他の成分としては、例えば、エネルギー線硬化性を有しないポリマー成分またはオ
リゴマー成分（Ｄ）、架橋剤（Ｅ）等が挙げられる。
【０１１１】
　エネルギー線硬化性を有しないポリマー成分またはオリゴマー成分（Ｄ）としては、例
えば、ポリアクリル酸エステル、ポリエステル、ポリウレタン、ポリカーボネート、ポリ
オレフィン等が挙げられ、重量平均分子量（Ｍｗ）が３０００～２５０万のポリマーまた
はオリゴマーが好ましい。
【０１１２】
　架橋剤（Ｅ）としては、エネルギー線硬化型共重合体（Ａ）等が有する官能基との反応
性を有する多官能性化合物を用いることができる。このような多官能性化合物の例として
は、イソシアナート化合物、エポキシ化合物、アミン化合物、メラミン化合物、アジリジ
ン化合物、ヒドラジン化合物、アルデヒド化合物、オキサゾリン化合物、金属アルコキシ
ド化合物、金属キレート化合物、金属塩、アンモニウム塩、反応性フェノール樹脂等を挙
げることができる。
【０１１３】
　これら他の成分（Ｄ），（Ｅ）をエネルギー線硬化性粘着剤に配合することにより、硬
化前における粘着性および剥離性、硬化後の強度、他の層との接着性、保存安定性などを
改善し得る。これら他の成分の配合量は特に限定されず、エネルギー線硬化型共重合体（
Ａ）１００質量部に対して０～４０質量部の範囲で適宜決定される。
【０１１４】
　次に、エネルギー線硬化性粘着剤が、エネルギー線硬化性を有しないポリマー成分とエ
ネルギー線硬化性の多官能モノマーおよび／またはオリゴマーとの混合物を主成分とする
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場合について、以下説明する。
【０１１５】
　エネルギー線硬化性を有しないポリマー成分としては、例えば、前述したアクリル系共
重合体（ａ１）と同様の成分が使用できる。エネルギー線硬化性樹脂組成物中におけるエ
ネルギー線硬化性を有しないポリマー成分の含有量は、２０～９９．９質量％であること
が好ましく、特に３０～８０質量％であることが好ましい。
【０１１６】
　エネルギー線硬化性の多官能モノマーおよび／またはオリゴマーとしては、前述の成分
（Ｂ）と同じものが選択される。エネルギー線硬化性を有しないポリマー成分とエネルギ
ー線硬化性の多官能モノマーおよび／またはオリゴマーとの配合比は、ポリマー成分１０
０質量部に対して、多官能モノマーおよび／またはオリゴマー１０～１５０質量部である
のが好ましく、特に２５～１００質量部であるのが好ましい。
【０１１７】
　この場合においても、上記と同様に、光重合開始剤（Ｃ）や架橋剤（Ｅ）を適宜配合す
ることができる。
【０１１８】
　粘着剤層４２の厚さは、保護膜形成用複合シート３が使用される各工程において適切に
機能できる限り、特に限定されない。具体的には、１～５０μｍであることが好ましく、
特に２～３０μｍであることが好ましく、さらには３～２０μｍであることが好ましい。
【０１１９】
　治具用粘着剤層５を構成する粘着剤としては、所望の粘着力および再剥離性を有するも
のが好ましく、例えば、アクリル系粘着剤、ゴム系粘着剤、シリコーン系粘着剤、ウレタ
ン系粘着剤、ポリエステル系粘着剤、ポリビニルエーテル系粘着剤等を使用することがで
きる。これらの中でも、リングフレーム等の治具との密着性が高く、ダイシング工程等に
てリングフレーム等から保護膜形成用複合シート３が剥がれることを効果的に抑制するこ
とのできるアクリル系粘着剤が好ましい。なお、治具用粘着剤層５の厚さ方向の途中には
、芯材としての基材が介在していてもよい。
【０１２０】
　一方、治具用粘着剤層５の厚さは、リングフレーム等の治具に対する接着性の観点から
、５～２００μｍであることが好ましく、特に１０～１００μｍであることが好ましい。
【０１２１】
２．保護膜形成用複合シートの製造方法
　保護膜形成用複合シート３は、好ましくは、保護膜形成フィルム１を含む第１の積層体
と、粘着シート４を含む第２の積層体とを別々に作製した後、第１の積層体および第２の
積層体を使用して、保護膜形成フィルム１と粘着シート４とを積層することにより製造す
ることができるが、これに限定されるものではない。
【０１２２】
　第１の積層体を製造するには、第１の剥離シートの剥離面に、保護膜形成フィルム１を
形成する。具体的には、保護膜形成フィルム１を構成する硬化性接着剤と、所望によりさ
らに溶媒とを含有する保護膜形成フィルム用の塗布剤を調製し、ロールコーター、ナイフ
コーター、ロールナイフコーター、エアナイフコーター、ダイコーター、バーコーター、
グラビアコーター、カーテンコーター等の塗工機によって第１の剥離シートの剥離面に塗
布して乾燥させて、保護膜形成フィルム１を形成する。次に、保護膜形成フィルム１の露
出面に第２の剥離シートの剥離面を重ねて圧着し、２枚の剥離シートに保護膜形成フィル
ム１が挟持されてなる積層体（第１の積層体）を得る。
【０１２３】
　この第１の積層体においては、所望によりハーフカットを施し、保護膜形成フィルム１
（および第２の剥離シート）を所望の形状、例えば円形等にしてもよい。この場合、ハー
フカットにより生じた保護膜形成フィルム１および第２の剥離シートの余分な部分は、適
宜除去すればよい。
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【０１２４】
　一方、第２の積層体を製造するには、第３の剥離シートの剥離面に、粘着剤層４２を構
成する粘着剤と、所望によりさらに溶媒とを含有する粘着剤層用の塗布剤を塗布し乾燥さ
せて粘着剤層４２を形成する。その後、粘着剤層４２の露出面に基材４１を圧着し、基材
４１および粘着剤層４２からなる粘着シート４と、第３の剥離シートとからなる積層体（
第２の積層体）を得る。
【０１２５】
　ここで、粘着剤層４２がエネルギー線硬化性粘着剤からなる場合には、この段階で粘着
剤層４２に対してエネルギー線を照射して、粘着剤層４２を硬化させてもよいし、保護膜
形成フィルム１と積層した後に粘着剤層４２を硬化させてもよい。また、保護膜形成フィ
ルム１と積層した後に粘着剤層４２を硬化させる場合、ダイシング工程前に粘着剤層４２
を硬化させてもよいし、ダイシング工程後に粘着剤層４２を硬化させてもよい。
【０１２６】
　エネルギー線としては、通常、紫外線、電子線等が用いられる。エネルギー線の照射量
は、エネルギー線の種類によって異なるが、例えば紫外線の場合には、光量で５０～１０
００ｍＪ／ｃｍ２が好ましく、特に１００～５００ｍＪ／ｃｍ２が好ましい。また、電子
線の場合には、１０～１０００ｋｒａｄ程度が好ましい。
【０１２７】
　以上のようにして第１の積層体および第２の積層体が得られたら、第１の積層体におけ
る第２の剥離シートを剥離するとともに、第２の積層体における第３の剥離シートを剥離
し、第１の積層体にて露出した保護膜形成フィルム１と、第２の積層体にて露出した粘着
シート４の粘着剤層４２とを重ね合わせて圧着する。粘着シート４は、所望によりハーフ
カットし、所望の形状、例えば保護膜形成フィルム１よりも大きい径を有する円形等にし
てもよい。この場合、ハーフカットにより生じた粘着シート４の余分な部分は、適宜除去
すればよい。
【０１２８】
　このようにして、基材４１の上に粘着剤層４２が積層されてなる粘着シート４と、粘着
シート４の粘着剤層４２側に積層された保護膜形成フィルム１と、保護膜形成フィルム１
における粘着シート４とは反対側に積層された第１の剥離シートとからなる保護膜形成用
複合シート３が得られる。最後に、第１の剥離シートを剥離した後、保護膜形成フィルム
１における粘着シート４とは反対側の周縁部に、治具用粘着剤層５を形成する。治具用粘
着剤層５も、上記粘着剤層４２と同様の方法により塗布し形成することができる。
【０１２９】
３．保護膜形成用複合シートの使用方法
　本実施形態に係る保護膜形成用複合シート３を用いて、一例としてワークとしての半導
体ウエハから保護膜付きチップを製造する方法を以下に説明する。
【０１３０】
　図４に示すように、保護膜形成フィルム１を半導体ウエハ６に貼付するとともに、治具
用粘着剤層５をリングフレーム７に貼付する。保護膜形成フィルム１を半導体ウエハ６に
貼付するにあたり、所望により保護膜形成フィルム１を加熱して、粘着性を発揮させても
よい。
【０１３１】
　その後、保護膜形成フィルム１を硬化させて保護膜を形成し、保護膜付き半導体ウエハ
６を得る。保護膜形成フィルム１が熱硬化性接着剤の場合には、保護膜形成フィルム１を
所定温度で適切な時間加熱すればよい。なお、保護膜形成フィルム１の硬化は、ダイシン
グ工程後に行ってもよい。
【０１３２】
　上記のようにして保護膜付き半導体ウエハ６が得られたら、所望により、その保護膜に
対して、粘着シート４を介してレーザー光を照射し、レーザー印字を行う。なお、このレ
ーザー印字は、保護膜形成フィルム１の硬化前に行ってもよい。
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【０１３３】
　次いで、常法に従って保護膜付き半導体ウエハ６をダイシングし、保護膜を有するチッ
プ（保護膜付きチップ）を得る。その後は、所望により粘着シート４を平面方向にエキス
パンドし、粘着シート４から保護膜付きチップをピックアップする。
【０１３４】
　上記のようにして得られた保護膜付きチップは、バックグラインド加工による研削痕が
保護膜によって隠蔽されて目視で見えないため、外観に優れる。また、当該保護膜付きチ
ップおよび保護膜付き半導体ウエハは、保護膜を介して赤外線検査を行うことができるた
め、赤外線検査によりクラック等を発見することができ、製品歩留まりを向上させること
ができる。
【０１３５】
４．保護膜形成用複合シートの他の実施形態
　図３は本発明の他の実施形態に係る保護膜形成用複合シートの断面図である。図３に示
すように、本実施形態に係る保護膜形成用複合シート３Ａは、基材４１の一方の面に粘着
剤層４２が積層されてなる粘着シート４と、粘着シート４の粘着剤層４２側に積層された
保護膜形成フィルム１とを備えて構成される。実施形態における保護膜形成フィルム１は
、面方向にてワークとほぼ同じか、ワークよりも少し大きく形成されており、かつ粘着シ
ート４よりも面方向に小さく形成されている。保護膜形成フィルム１が積層されていない
部分の粘着剤層４２は、リングフレーム等の治具に貼付することが可能となっている。
【０１３６】
　本実施形態に係る保護膜形成用複合シート３Ａの各部材の材料および厚さ等は、前述し
た保護膜形成用複合シート３の各部材の材料および厚さと同様である。ただし、粘着剤層
４２がエネルギー線硬化性粘着剤からなる場合、粘着剤層４２における保護膜形成フィル
ム１と接触する部分は、エネルギー線硬化性粘着剤を硬化させ、それ以外の部分は、エネ
ルギー線硬化性粘着剤を硬化させないことが好ましい。これにより、保護膜形成フィルム
１を硬化させた保護膜の平滑性（グロス）を高くすることができるとともに、リングフレ
ーム等の治具に対する接着力を高く維持することができる。
【０１３７】
　なお、保護膜形成用複合シート３Ａの粘着シート４の粘着剤層４２における基材４１と
は反対側の周縁部には、前述した保護膜形成用複合シート３の治具用粘着剤層５と同様の
治具用粘着剤層が別途設けられていてもよい。
【０１３８】
　以上説明した実施形態は、本発明の理解を容易にするために記載されたものであって、
本発明を限定するために記載されたものではない。したがって、上記実施形態に開示され
た各要素は、本発明の技術的範囲に属する全ての設計変更や均等物をも含む趣旨である。
【０１３９】
　例えば、保護膜形成用複合シート３，３Ａの保護膜形成フィルム１における粘着シート
４とは反対側には、剥離シートが積層されてもよい。
【実施例】
【０１４０】
　以下、実施例等により本発明をさらに具体的に説明するが、本発明の範囲はこれらの実
施例等に限定されるものではない。
【０１４１】
〔実施例１〕
　次の各成分を表１に示す配合比（固形分換算）で混合し、固形分濃度が６１質量％とな
るようにメチルエチルケトンで希釈して、保護膜形成フィルム用塗布剤を調製した。
（ａ）バインダーポリマー：ｎ－ブチルアクリレート１０質量部、メチルアクリレート７
０質量部、グリシジルメタクリレート５質量部および２－ヒドロキシエチルアクリレート
１５質量部を共重合してなる（メタ）アクリル酸エステル共重合体（重量平均分子量：８
０万，ガラス転移温度：－１℃）
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（ｂ－１）ビスフェノールＡ型エポキシ樹脂（三菱化学社製，ｊＥＲ８２８，エポキシ当
量１８４～１９４ｇ／ｅｑ）
（ｂ－２）ビスフェノールＡ型エポキシ樹脂（三菱化学社製，ｊＥＲ１０５５，エポキシ
当量８００～９００ｇ／ｅｑ）
（ｂ－３）ジシクロペンタジエン型エポキシ樹脂（大日本インキ化学工業社製，エピクロ
ンＨＰ－７２００ＨＨ，エポキシ当量２５５～２６０ｇ／ｅｑ）
（ｃ）熱活性潜在性エポキシ樹脂硬化剤：ジシアンジアミド（ＡＤＥＫＡ社製，アデカハ
ードナーＥＨ－３６３６ＡＳ，活性水素量２１ｇ／ｅｑ）
（ｄ）硬化促進剤：２－フェニル－４，５－ジヒドロキシメチルイミダゾール（四国化成
工業社製，キュアゾール２ＰＨＺ）
（ｅ－１）シリカフィラー（アドマテックス社製，ＳＣ２０５０ＭＡ，平均粒径０．５μ
ｍ）
（ｅ－２）シリカフィラー（トクヤマ社製，ＵＦ３１０，平均粒径３μｍ）
（ｅ－３）シリカフィラー（タツモリ社製，ＳＶ－１０，平均粒径８μｍ）
（ｆ）着色剤：カーボンブラック（三菱化学社製，＃ＭＡ６５０，平均粒径２８ｎｍ）
（ｇ）シランカップリング剤（日本ユニカー社製，Ａ－１１１０）
【０１４２】
　ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）フィルムの片面にシリコーン系の剥離剤層が形
成されてなる第１の剥離シート（リンテック社製：ＳＰ－ＰＥＴ３８１１，厚さ３８μｍ
）と、ＰＥＴフィルムの片面にシリコーン系の剥離剤層が形成されてなる第２の剥離シー
ト（リンテック社製：ＳＰ－ＰＥＴ３８１０３１，厚さ３８μｍ）とを用意した。
【０１４３】
　第１の剥離シートの剥離面上に、前述の保護膜形成フィルム用塗布剤を、最終的に得ら
れる保護膜形成フィルムの厚さが２５μｍとなるように、ナイフコーターにて塗布した後
、オーブンにて１２０℃で２分間乾燥させて、保護膜形成フィルムを形成した。次いで、
保護膜形成フィルムに第２の剥離シートの剥離面を重ねて両者を貼り合わせ、第１の剥離
シート（図１における剥離シート２１）と、保護膜形成フィルム（図１における保護膜形
成フィルム１）（厚さ：２５μｍ）と、第２の剥離シートとからなる保護膜形成用シート
を得た。
【０１４４】
〔実施例２～４，比較例１～４〕
　保護膜形成フィルムを構成する各成分の種類および配合量を表１に示すように変更する
以外、実施例１と同様にして保護膜形成用シートを製造した。
【０１４５】
〔試験例１〕＜光線透過率の測定＞
　実施例および比較例で得られた保護膜形成用シートから第２の剥離シートを剥離し、オ
ーブン内において、大気雰囲気下、１３０℃で２時間加熱し、保護膜形成フィルムを熱硬
化させて保護膜とした。その後、第１の剥離シートを剥離した。
【０１４６】
　分光光度計（ＳＨＩＭＡＤＺＵ社製，ＵＶ－ＶＩＳ－ＮＩＲ　ＳＰＥＣＴＲＯＰＨＯＴ
ＯＭＥＴＥＲ　ＵＶ－３６００）を用いて、上記保護膜の透過率を測定し、波長５５０ｎ
ｍ（可視光線）および波長１６００ｎｍ（赤外線）の光線透過率（％）を抽出した。測定
には、付属の大形試料室ＭＰＣ－３１００を用い、内蔵の積分球を使用せずに測定を行っ
た。結果を表１に示す。
【０１４７】
〔試験例２〕＜研削痕隠蔽性評価＞
　実施例および比較例で得られた保護膜形成用シートから第２の剥離シートを剥離し、保
護膜形成用フィルムを露出させた。＃２０００研磨したシリコンウエハ（直径２００ｍｍ
，厚さ３５０μｍ）の研磨面に、上記保護膜形成用フィルムを、テープマウンター（リン
テック社製　Ａｄｗｉｌｌ　ＲＡＤ－３６００　Ｆ／１２）を用いて７０℃に加熱しなが
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ら貼付し、次いで、第１の剥離シートを剥離した。その後、１３０℃で２時間加熱して保
護膜形成用フィルムを硬化させて保護膜とし、保護膜付きシリコンウエハを得た。
【０１４８】
　得られた保護膜付きシリコンウエハ１０枚について目視で観察を行い、シリコンウエハ
の研磨面の研削痕が保護膜を通して見えるかどうかを確認した。全ての保護膜付きシリコ
ンウエハにおいて研削痕が見えなかったものを研削痕隠蔽性良好（Ａ）、１枚でも研削痕
が見えたものを研削痕隠蔽性不良（Ｂ）と評価した。結果を表１に示す。
【０１４９】
〔試験例３〕＜赤外線検査適性評価＞
　試験例２で得られた保護膜付きシリコンウエハの保護膜面側に、ダイシングテープ（リ
ンテック社製，Ａｄｗｉｌｌ　Ｄ－１７５）を貼付した。そして、当該保護膜付きシリコ
ンウエハを３ｍｍ×３ｍｍのサイズにダイシングし、ピックアップして、保護膜付きシリ
コンチップを得た。得られた保護膜付きシリコンチップの保護膜側を赤外線顕微鏡（オリ
ンパス社製，ＢＸ－ＩＲ）で観察し、保護膜を通してシリコンチップの研削跡およびチッ
ピングが観察できるかどうかを確認し、以下の基準で赤外線検査適性を評価した。結果を
表１に示す。
　Ａ：研削跡が明確に観察できた。また、チップ側面からの距離が５μｍ以上１０μｍ未
満の大きさのチッピングも明確に観察できた。
　Ｂ：研削跡が明確に観察できた。また、チップ側面からの距離が１０μｍ以上の大きさ
のチッピングは明確に観察できたが、チップ側面からの距離が５μｍ以上１０μｍ未満の
大きさのチッピングはやや不明瞭であった。
　Ｃ：研削跡がある程度観察できた。また、チップ側面からの距離が５μｍ以上１０μｍ
未満の大きさのチッピングは観察できず、チップ側面からの距離が１０μｍ以上の大きさ
のチッピングもやや不明瞭であった。
　Ｄ：研削跡が観察できず、チッピングも大きさによらず観察できなかった。
【０１５０】
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【表１】

【０１５１】
　表１から分かるように、波長５５０ｎｍの光線透過率が２０％以下であり、波長１６０
０ｎｍの光線透過率が２５％以上である実施例の保護膜形成フィルムは、研削痕隠蔽性お
よび赤外線検査適性の両者に優れるものであった。
【産業上の利用可能性】
【０１５２】
　本発明に係る保護膜形成フィルムおよび保護膜形成用（複合）シートは、半導体ウエハ
から、保護膜を有するチップを製造するのに好適に用いられる。また、本発明に係る検査
方法は、保護膜を有するチップにおけるクラック等を検査するのに好適である。
【符号の説明】
【０１５３】
１…保護膜形成フィルム
２…保護膜形成用シート
　２１…剥離シート
３，３Ａ…保護膜形成用複合シート
４…粘着シート
　４１…基材
　４２…粘着剤層
５…治具用粘着剤層
６…半導体ウエハ
７…リングフレーム
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